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教育の質を高めるための条件整備は、教育の振興にとって不可欠なものです。 

社会全体の教育機能の活性化を図り、市川の教育の質を向上させていくには、充実

した教育環境を整えていくことが必要です。 

このため、家庭や学校、地域における教育環境の整備・充実を図り、それぞれの

実情に合わせた最適な状態の中で、計画的・総合的に教育を進めていきます。 

 

教育環境の整備を図り、質の高い市川の教育を 

推進する 

目 標 
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《施策一覧》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3-1 幼児期の教育を推進するための環境を整える 

3-1-1 生きる力の基礎を育む教育の推進 

3-1-2 子育て支援の充実 

3-2 一人一人に応じた教育的支援を推進する 

3-2-1 特別支援教育の推進 

3-2-2 子どもや保護者を支援する体制の充実 

3-2-3 教育機会均等の確保 

3-3 安全・安心で充実した教育環境を実現する 

3-3-1 子どもの安全・安心を確保する家庭・学校・地域の 

取り組みの推進 

3-3-2 放課後の子どもの居場所づくりの推進 

3-3-3 学校の危機管理体制の充実 

3-3-4 いじめ、暴力行為などへの対応の強化 

3-3-5 安全で質の高い教育環境の整備 

3-4 生涯を通して学び続けられる学習環境を実現する 

3-4-1 生涯学習機会の充実 

3-4-2 図書館機能を活用した学習活動の充実 

3-4-3 博物館などの活用を通した学習活動の推進 

3-4-4 公民館を活用した地域の学習拠点づくり 

3-5 責任ある教育行政を確立する 

3-5-1 教育委員会機能の充実に向けた取り組み 
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3-4-5 文化財の保護と活用 P.74
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◇施策の方向３－１ 幼児期の教育を推進するための環境を整える 

 

 

○重点事業の点検 

 

《施策３－１－１関連》 

 

  

事業名 創意と活力ある学校づくり事業 

事業概要 
情緒豊かな心などを育てるために、幼稚園の特色を生かした学校づくりを支

援する。 

計画 

（具体的な取り組み）

幼小の交流を推進するとともに、絵本の読み聞かせ（読書活動）や挨拶運動

などの拡充を図る。 

実績 

（活動及び効果） 

各ブロックで幼小の交流の一つとして、小学生が幼稚園児に絵本の読み聞か

せを継続して行っている。小学生に絵本の読み聞かせをしてもらうことで、

自分が入学後に幼稚園児に読み聞かせすることを楽しみにしている園児が

多い。挨拶運動も小学生の姿から刺激を受け、小学生が幼稚園児にとって憧

れのよい存在となっている。 

進捗 Ｂ 



●基本的方向３ 市川の教育の姿● 
 

- 53 - 

３－１－１ 生きる力の基礎を育む教育の推進 

集団生活や遊びを通して、健康な心と体、社会性を身に付けるために、自然や芸術にふれ

る機会などにより、情緒豊かな心を育みます。また、友だちとの関わりなどから、人と関わ

る力を身に付け、身近な出来事に興味・関心をもつことにより、意欲や探究心を高めていき

ます。さらに、子ども一人一人の個性を大切にしつつ、集団生活の中での自己抑制力、道徳

性の芽生えを培い、生きる力の基礎を育む教育を推進します。 

 

○施策の評価 

１．成果指標 

 

２．施策の現状・課題 

 

 

 

３．対応 

 

 

 

  

成果指標 H27 H28 目標（H30）

１ 

「幼稚園は、子ども一人一人に応じた丁寧な援

助や指導を行っている」と回答する保護者の割

合 

９７％ ９７% ９８％ 

２ 

「食事のマナー、着替え、うがい、手洗いなど

基本的生活習慣が身に付いている」と回答する

保護者の割合 

９３％ ９２% １００％ 

 

施策の実現が図られてきている。 

現在の計画に沿って、施策のさらなる推進を図る。 
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３－１－２ 子育て支援の充実 

幼稚園などのもつ専門性を生かして、子育てに不安を抱える保護者に対する相談や指導体

制を充実します。また、施設の開放や子育て家庭のふれあいの場づくりなどを進め、地域に

開かれた幼稚園として、子育て支援活動の充実を図ります。 

 

○施策の評価 

１．成果指標 

 

 

 

 

 

 

２．施策の現状・課題 

 

 

３．対応 

 

 

成果指標 H27 H28 目標（H30）

１ 
「幼稚園に子育て相談窓口が設置されている

ことを知っている」と回答する保護者の割合 
９２％ ９１% ８７％ 

２ 

公立幼稚園※の１月当たりの幼

稚園開放の日数・未就園児保育※

の人数 

幼稚園開放

（日／園）

９日 

（61 日／７園）

８日 

（47 日／６園） 

１１日 

（90 日／8 園）

未就園児保育

（人／園） 

５８人 

（409 人／７園）

６９人 

（413 人／６園） 

６３人 

（500 人／８園）

 

現在の計画に沿って、施策のさらなる推進を図る。 

施策の実現が図られてきている。 

※本市の公立幼稚園は、目標を設定した平成２６年１月当時は８園だったが、平成２６年３月に
１園が廃園に、平成２８年４月から１園が休園となった。そこで、平成２８年度点検・評価か
ら、１園当たりの日数・人数に切り替えて成果指標を表示することとした。 

※未就園児保育…入園前の乳幼児が遊べたり、保護者同士の交流が図れたりするように、幼稚園の
施設や設備を開放する制度 
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《参考》 

 

  

主要事業(当該施策の重点事業以外) 事業概要 

幼稚園開放・未就園児保育の実施 子育て支援事業の一環として、未就園児親子を対象とした保育

をはじめ、施設開放を実施し、遊びや運動などのふれあいの時

間を通じて、健やかな育ちにつなげ、地域の子育てを支援する。

幼稚園の子育て相談窓口設置 幼児期の子育てに関し、多様化する悩みを抱える保護者の精神

的な負担軽減を図る。 
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◇施策の方向３－２ 一人一人に応じた教育的支援を推進する 

 

○重点事業の点検 

 

《施策３－２－１関連》 

 

 

《施策３－２－２関連》 

 

 

  

事業名 特別支援学級補助教員雇上事業 

事業概要 
特別支援学級及び通常学級に在籍する特別な支援を必要とする児童生徒に

対応するため、補助教員を配置する。 

計画 

（具体的な取り組み）

各学校から提出される要望書や状況把握のための派遣訪問の結果に基づき、

ニーズに合った配置を行う。また、できるだけ多くの学校の要望に応えるた

め、通常学級への派遣期間を 50 日程度とする。 

実績 

（活動及び効果） 

今年度、補助教員の派遣については 46 件の要望が各学校から出されてお

り、実際に派遣した件数は 34 件だった。要望理由としては、「教室で学習

することができない」「自己コントロールができず、他者へ危害を加える」

など、集団行動が困難な児童への支援が主だった。学校からの要望は増加傾

向にあり、すべての学校の要望に応えていくことが難しくなってきている。

進捗 Ａ 

事業名 ライフカウンセラー設置事業 

事業概要 
全小・中・義務教育学校にライフカウンセラーを配置して、学校における児

童生徒の精神的な悩みに対して適切に対応し、自己解決を支援する。 

計画 

（具体的な取り組み）

ライフカウンセラー連絡会において小中学校の連携のさらなる充実を図る

とともに、特別支援教育に関する研修を実施する。 

実績 

（活動及び効果） 

連絡会９回のうち、小・中学校の連携の時間を６回確保した。そこで話し合

われた事例については、継続して連絡を取り合い、中学校へ小学校の保護者

が相談に出かけたり、心理療法士が小学校に出向いたり、積極的な連携も図

られている。「特別な支援を必要とする子どもたちとどう向き合うか」の研

修会は、参加者から「参考になった」「具体的な支援の仕方がわかった」と

評価が高く、２割の参加者から「もっと話が聞きたい、次年度も同じ講師を」

という要請があった。 

進捗 Ｂ 
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３－２－１ 特別支援教育の推進 

市川市特別支援教育推進計画に基づき、市川スマイルプラン（個別の教育支援計画）の作

成の推進など、具体的な取り組みを推進します。また、保護者と相談しながら適切な就学を

行うとともに、学習環境の整備を進めます。さらに、研修の充実などによる教職員の専門性

の向上を図り、特別支援教育の視点を生かして、発達障害のある子どもを含めたすべての子

どもへの適切な指導・支援の充実を図ります。 

 

○施策の評価 

１．成果指標 

 

 

２．施策の現状・課題 

 

 

 

３．対応 

 

 

 

 

 

  

成果指標 H27 H28 目標（H30）

１ 
通常の学級における支援を要する児童生徒の

市川スマイルプラン作成率 
４２％ ３９% ３０％ 

 

施策の実現が図られてきている。 

現在の計画に沿って、施策のさらなる推進を図る。 

今後も、施策の推進に当たって事業の拡充を図る場合は、教育体制の整備とともに、

関連施設の整備についても検討する。 
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《参考》 

 

  

主要事業(当該施策の重点事業以外) 事業概要 

特別支援教育体制整備事業 

（特別支援教育推進計画に基づく

取組の推進） 

市川市の「特別支援教育推進計画」に基づき、計画的に特別支

援教育を推進する。 

特別支援教育体制整備事業 

（スマイルプラン） 

義務教育段階の「個別の教育支援計画」について、市内共通の

様式を整え「市川スマイルプラン」として、活用を図っていく。

特別支援学級の設置 特別支援学級の新規設置を進め、特別支援教育全体の充実を図

る。 

特別支援教育体制整備事業 

（巡回指導職員の派遣） 

発達障害に関する専門的な知識を有する巡回指導職員が、特に

配慮を要する児童生徒への支援のあり方などについて、教職員

へ指導を行う。 

職員研修事業 

（特別支援学級等担当者・特別支援

コーディネーターの支援） 

特別支援学級などの担当者、各学校の特別支援教育コーディネ

ーターの専門性を高めるために研修会を実施する。 

教職員等研修事業 

（専門性を高める取り組み） 

教職員の職務や経験、専門性、課題などに応じて研修会を実施

して、指導力の向上をめざす。 

ひまわり学級 

（特別支援学級の充実） 

特別な支援を必要とする子どもたちが、通常学級の子どもたち

とのふれあいの中で、基本的な生活習慣を身につけ、自立でき

るように目指す。 

幼児教育相談事業 公私立幼稚園の特別支援教育の充実を図るため、幼児教育相談

員（特別支援教育の有識者）が、各園を訪問し、特別に支援を

必要とする園児への対応に助言・指導及び保護者からの相談業

務を実施する。 
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３－２－２ 子どもや保護者を支援する体制の充実 

子どもやその保護者が、安心して相談できるように相談員や教職員の研修を進め、教育相

談体制の充実を図ります。また、海外からの子どもが各学校で教育を十分に受けられるよう

にするために、日本語指導をはじめ、生活全般に関する指導を充実します。さらに、学校や

医療機関をはじめとする関係機関との連携を推進し、個に応じたきめ細かな支援を行います。 

 

○施策の評価 

１．成果指標 

 

２．施策の現状・課題 

 

 

 

 

 

３．対応 

 

 

 

  

成果指標 H27 H28 目標（H30）

１ 不登校児童生徒の出現率 
小学校 ０.４６％ ０.５１％ ０.２７％ 

中学校 ２.７３％ ２.８７％ ２.７８％ 

２ 
「学校は相談しやすい」と回答する保護者の

割合 
８０％ ８２% ８５％ 

 

施策の実現が図られてきているとはいえない。 

子どもの抱える困難が複雑化・多様化し、教員だけで十分な対応をすることは難しく

なっていることが課題である。 

魅力ある学校づくりを進めるとともに、子どもが抱えるさまざまな困難を適切に把握

し、専門スタッフの活用や関係機関との連携を図りながら、きめ細かく対応するよう努

める。 
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《参考》 

  

主要事業(当該施策の重点事業以外) 事業概要 

適応指導教室運営事業 

（ふれんどルーム） 

（訪問員派遣） 

不登校の子どもに対し、個別相談・教科学習・体験活動を行う

場を設け、学校への復帰を支援する。また、大学院生による家

庭訪問支援を実施する。 

不登校対策協議会運営事業 学校教育部各課及び教育センターが連携し、不登校のための家

庭・学校・関係機関のネットワークづくりを支援するとともに、

教職員及び保護者向けのリーフレットを作成し、不登校児童生

徒に対応する取り組みを充実させる。 

生徒指導推進事業 

（不登校指導訪問） 

不登校対策の充実を図るために研修会を実施し、小中学校に訪

問指導することにより、対策を協議し検討する。 

教育相談事業 

（ほっとホッと訪問相談） 

専門的知識を持つ教育相談員が、カウンセリングや心理療法等

を行い、悩みの軽減や解消を図る。また、不登校などの児童生

徒及び保護者からの依頼により、電話・面接・訪問による相談

活動を行う。 

少年相談事業 小学校就学の始期から２０歳に達するまでの少年やその保護

者を対象に、電話、ｅメール、面接などによる相談活動を幅広

く行う。 

国際理解推進事業 

（帰国子女・外国人児童生徒教育） 

外国人の保護者が学校からの情報を理解し、また学校も保護者

のニーズに応えるため、通訳を配置して相互理解を進める。 
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３－２－３ 教育機会均等の確保 

教育機会の均等を確保するため、就学援助や奨学金などを支給して、経済的に就学困難な

子どもに関わる就学を援助します。 

 

○施策の評価 

１．成果指標 

 

２．施策の現状・課題 

 

 

 

３．対応 

 

 

 

 

《参考》 

 

  

成果指標 H27 H28 目標（H30）

１ 
「就学支援制度や入学準備金貸付制度を知っ

ている」と回答する保護者の割合 
５６％ ５４% ６３％ 

 

主要事業(当該施策の重点事業以外) 事業概要 

就学援助制度、入学準備金貸付制度 経済的理由により就学が困難な児童又は生徒の保護者に対し

て、学校教育に必要な学用品費等を援助する。高校等の入学に

際し必要とする入学準備金の調達が困難な保護者に対して貸

付けを行い、教育の機会均等を図る。 

施策の実現がおおむね図られてきている。 

現在の計画に沿って、施策のさらなる推進を図る。 

引き続き、支援が必要な家庭に各制度を活用してもらえるよう、制度の周知に努める。
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◇施策の方向３－３ 安全・安心で充実した教育環境を実現する 

 

 

○重点事業の点検 

《施策３－３－２関連》 

 

《施策３－３－５関連》 

 

  

事業名 放課後保育クラブ運営事業 

事業概要 

保護者が就労、疾病などの理由により、昼間家庭にいない、小学校に就学し

ている児童に対し、放課後などに小学校の余裕教室などを活用して適切な遊

び及び生活の場を提供して健全育成を図る。 

計画 

（具体的な取り組み）

対象児童の拡大と需要の増加により保育クラブを 8 箇所増設した。今後も

利用者の増加が見込まれることから放課後保育クラブの充実を図るととも

に待機児童の解消に努める。 

実績 

（活動及び効果） 

平成 28 年度については、保育クラブを 8 箇所増設した結果、4 月の年度

当初の待機児童数は 63 名と、27 年度同時期の 61 名と比較して同程度に

留まり、また 2 月には待機が解消するなど一定の効果が見られた。 

進捗 Ｂ 

事業名 市川市小・中学校適正規模・適正配置方針の策定 

事業概要 

「公立小学校・中学校の適正規模・適正配置等に関する手引き（文部科学省）」

を踏まえ、本市の実情に即した市川市立小学校・中学校の適正規模・適正配

置に関する方針を策定する。 

計画 

（具体的な取り組み）

・市川市立小学校・中学校の適正規模に関する方針を策定する。 

・適正規模の方針及び公共施設等総合管理計画を踏まえ、適正配置に関する

方針の策定に向けた検討を進める。 

実績 

（活動及び効果） 

・市川市小学校・中学校の適正規模・適正配置に関する方針の策定について、

市川市教育振興審議会に諮問した。 

・市川市教育振興審議会を 4 回開催して審議を進め、適正規模については

概ね審議が終了した。 

進捗 Ｂ 

事業名 塩浜小中一貫校整備事業 

事業概要 

平成２７年４月に小中一貫校として運用が開始され、平成２８年４月に義務

教育学校として開校した塩浜学園における小中一貫教育の効果を確かなも

のとするため、校舎の一体化に向けた整備を行う。 

計画 

（具体的な取り組み）

・上半期に、校舎及び附属施設の整備方針を定める、塩浜学園校舎等基本構

想を、外部事業者への委託により策定する。 

・基本構想に基づき、基本・実施設計へとつなげていく。 

実績 

（活動及び効果） 

・「塩浜学園校舎等基本構想」及び「整備方針」の策定を行った。 

・また、基本構想の内容に従い、基本・実施設計の作成を開始した。 

進捗 Ｂ 
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３－３－１ 子どもの安全・安心を確保する家庭・学校・地域の 

取り組みの推進 

家庭・学校・地域の協力体制のもと、通学路の交通安全を確保したり、登下校時のパトロ

ールを強化したり、不審者に関する情報を迅速に共有する体制を整えたりすることで、子ど

もの安全確保の取り組みを実施します。また、子どもの発達段階に応じた生活安全・交通安

全・災害安全教育を関係機関と連携して実施します。 

 

○施策の評価 

１．成果指標 

 

２．施策の現状・課題 

 

 

 

３．対応 

 

 

 

 

  

成果指標 H27 H28 目標（H30）

１ 
家庭や地域と協力して交通安全の対策に取り

組んでいる学校の割合 
９５％ ９８% １００％ 

２ 
家庭や地域と協力して不審者への対策に取り

組んでいる学校の割合 
１００％ ９８% １００％ 

 

施策の実現が図られてきている。 

現在の計画に沿って、施策のさらなる推進を図る。 

家庭・学校・地域の協力体制とともに、関係機関との連携を密にしながら、子どもの

安全・安心のより一層の確保に努める。 
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《参考》 

  

主要事業(当該施策の重点事業以外) 事業概要 

関係機関と学校のコーディネート 児童生徒の「生活安全」「交通安全」「災害安全」についての振

興を図る。児童生徒が、安心して学校生活を送ることができる

よう、さまざまな施策を実施し、安全・安心な学校づくりを推

進する。 

安全・安心な学校づくりの推進 

（通学路） 

児童生徒の登下校や校外での交通安全が確保され、安心して生

活ができる学校づくりを推進する。 

青色防犯パトロール 各学校で青色防犯パトロールの充実を図るとともに、ＰＴＡ・

地域住民による青色防犯パトロール隊を組織し、学校配備車を

使ったパトロール実施モデル校の推進を図る。 

「かけこみ 110 番」などのＰＴＡ

の取り組み 

児童生徒の防犯対策としてＰＴＡ連絡協議会と連携を図り、学

区の近隣地域に協力を仰ぎ「かけこみ 110 番」を設置し、安

全確保に努める。 

少年補導活動事業 街頭での補導活動を通して、非行の早期発見及び非行防止に努

める。 

地域安心安全情報共有システム事

業を周知する取り組み 

不審者などの情報を、携帯電話やパソコンにメール配信し、子

どもの安全確保に努める。 
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３－３－２ 放課後の子どもの居場所づくりの推進 

子どもが安心して遊ぶことができるように、地域と連携して子どもの活動拠点を設け、健

全な育成を図ります。また、共働き家庭などの子どもに対しては、放課後や夏休みなどの長

期休業中の居場所づくりの充実を図ります。 

 

○施策の評価 

１．成果指標 

 

 

 

 

２．施策の現状・課題 

 

 

 

３．対応 

 

 

 

 

《参考》 

  

成果指標 H27 H28 目標（H30）

１ 

放課後保育クラブ※への入所希望児童数に対す

る入所児童数の割合 

（各年度３月３1 日時点の数値） 

１００％ １００% １００％ 

 

主要事業(当該施策の重点事業以外) 事業概要 

子どもの居場所づくり事業 放課後や長期休業日等に学校施設等を利用し、子どもの居場所

をつくり、スタッフが遊びの支援や安全管理を行う。 

施策の実現が図られてきている。 

現在の計画に沿って、施策のさらなる推進を図る。 

今後の入所希望にも早期に応じられるよう、受け入れ体制の整備に努める。 

※放課後保育クラブ…保護者が就労、疾病等の理由により、昼間家庭にいない、小学校に就学し
ている児童の授業終了後などにおける遊び及び生活の場 
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３－３－３ 学校の危機管理体制の充実 

子どもが安心して学校生活を過ごすことができるように、家庭や地域と連携した学校安全

計画を策定するなど、危機管理体制の充実を図ります。また、教職員の学校安全に対する研

修の充実を図ります。 

 

○施策の評価 

１．成果指標 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．施策の現状・課題 

 

 

３．対応 

 

 

 

《参考》 

  

成果指標 H27 H28 目標（H30）

１ 

セーフティスクールプラン※における安全教

育・安全管理・組織的活動の中の２２の取り組

みを、すべて、積極的かつ計画的に実施してい

る学校数 

評価４ 

2／56 校 

 

 

評価４ 

4／55 校※ 

評価３以上 

41／55 校※ 

評価４ 

10／55 校※

 

 

 

主要事業(当該施策の重点事業以外) 事業概要 

安全・安心な学校づくりの推進 

（セーフティスクールプランの作成及

び活用） 

児童生徒の「生活安全」「交通安全」「災害安全」についての

振興を図る。児童生徒が、安心して学校生活を送ることがで

きるよう、学校安全の取り組みを計画的に推進する。 

施策の実現がおおむね図られてきている。 

現在の計画に沿って、施策の推進を図る。 

引き続き、積極的かつ計画的な取り組みができるよう、学校の指導・支援に努める。

※セーフティスクールプラン…学校安全計画（安全に関する学校の取り組みを具体的にしたもの）
を評価・確認する計画。全２２項目の取り組み内容を年間２回、４段階で評価を実施する。 
全２２項目について当該年度に全て実施したものは評価３以上となるが、例えば、２２項目中
１つでも実施検討中の場合は、評価３以上にはならない。 
【４段階評価】４：積極的・計画的・多面的に実施、３：実施、２：実施検討中、１：未実施 

※市川市立塩浜小学校及び塩浜中学校が、平成２８年４月に義務教育学校「塩浜学園」として開
校したことを受けて、平成２８年度以降の本市の学校数を１校減の５５校とする。 



●基本的方向３ 市川の教育の姿● 
 

- 67 - 

３－３－４ いじめ、暴力行為などへの対応の強化 

いじめや暴力行為などを防止するために、パトロールの強化や学校内外における地域の支

援体制の充実を図ります。また、いじめや暴力行為などの早期発見、早期対応を図るために、

家庭・学校・地域・関係機関との連携を強化します。 

○施策の評価 

１．成果指標 

 
２．施策の現状・課題 

 

 

 

 

３．対応 

 

 

 
 
《参考》   

成果指標 H27 H28 目標（H30）

１ いじめの解消率 

９７％ 

小：９８％ 

中：９５％ 

９６％ 

小：９７％ 

中：８９％ 

１００％ 

２ 
「いじめはどんな理由があってもいけないと

思う」と回答する児童生徒の割合 

９６％ 

小：９７％ 

中：９５％ 

９６% 

小：９７％ 

中：９４％ 

１００％ 

 

主要事業(当該施策の重点事業以外) 事業概要 

ライフカウンセラー設置事業 全小・中・義務教育学校にライフカウンセラーを配置して、学

校における児童生徒の精神的な悩みに対して適切に対応し、自

己解決を支援する。 

少年相談事業 小学校就学の始期から２０歳に達するまでの少年やその保護

者を対象に、電話、ｅメール、面接などによる相談活動を幅広

く行う。 

教職員研修会 

（生徒指導主任研修会） 

各学校の問題行動などに関する情報交換や取り組みについて

の相互理解を図る。いじめ問題など今日的課題についての研修

会を通して、未然に防止する体制を整える。 

少年補導活動事業 街頭での補導活動を通して、非行の早期発見及び非行防止に努

める。 

施策の実現が図られてきている。 

「いじめの解消率」については、昨年度とほぼ同様であり、引き続き早期発見、早期

対応を心がけ、解消率を上げていく必要がある。 

現在の計画に沿って、施策のさらなる推進を図る。 

学校はもとより、関係機関との連携を図りながら、緊張感を持っていじめを認知し、

確実に解決を図っていくことのできる校内体制づくりに努める。 



●基本的方向３ 市川の教育の姿● 
 

- 68 - 

３－３－５ 安全で質の高い教育環境の整備 

安全な教育環境の実現のために、学校と社会教育施設の耐震補強工事を進めます。また、

学校施設における天井等落下防止対策などについて、建築基準法に基づく専門家による点検

を行い、優先度を見極め、計画的な対応を行っていきます。さらに、各施設の老朽化に伴う

改修を計画的に進めていく上で、バリアフリー化、緑化や自然エネルギーの導入、人口動向

や地域の現状などを考慮し、教育環境の整備を進めます。 

 

○施策の評価 

１．成果指標 

 

 

 

２．施策の現状・課題 

 

 

 

３．対応 

 

 

 

《参考》 

  

成果指標 H27 H28 目標（H30）

１ 非構造部材※の改修工事実施施設数 ６／７施設 ６／７施設 ７／７施設 

 

主要事業(当該施策の重点事業以外) 事業概要 

耐震改修事業 地震発生時に、屋内運動場等の高い天井から天井材などの非構

造部材が落下した場合、深刻な人的被害が生じるおそれがあ

る。そのため、避難所機能を維持するとともに、生徒の安全確

保を図るため、天井材や照明器具等の非構造部材耐震改修工事

を行い、天井等の落下防止対策を進める。 

トイレ改修事業 児童生徒が清潔で快適に利用できるよう老朽化したトイレの

改修を計画的に行い、環境改善を図る。 

施策の実現が図られてきている。 

現在の計画に沿って、施策のさらなる推進を図る。 

※非構造部材…構造部材（建物の骨格となる部分）以外の部材（天井・窓ガラス・照明器具など） 
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◇施策の方向３－４ 生涯を通して学び続けられる学習環境を 

実現する 

 

○重点事業の点検 

 

《施策３－４－１関連》 

 

 

《施策３－４－２関連》 

 

  

事業名 公民館主催講座活動事業 

事業概要 
公民館サークルの講師や会員の中から、公民館主催講座の講師や公民館事業

への協力をもらい、学んだ成果を講座や事業に活用する。 

計画 

（具体的な取り組み）

・「学校･地域との連携」を共通テーマにサークル講師、サークル会員等の連

携事業講座を開催 

・全体講座数  ３００講座 

実績 

（活動及び効果） 

16 公民館で前期 132 講座、後期 181 講座の年間で計 313 講座を実施し、

受講者のニーズに応えることができた。その内、前期 43 講座、後期 57 講

座で、市内在住の方や公民館で活動しているサークルへの講師依頼、小学校

へ講座を周知し児童の参加を募る等の初期の連携は図れた。今後、講座内容

については趣味・教養に関するものが多く偏りが見られるので、それに限ら

ず広い分野での講座を企画、実施することと、「学校・地域との連携」にお

いては、より学校や地域に入り込んでいき、目的性、継続性のある連携を構

築していく必要がある。 

進捗 Ｂ 

事業名 蔵書管理効率化事業 

事業概要 
ＩＣタグによる蔵書管理を行うため、セキュリティゲートや自動貸出機等の

ＩＣ関連機器を導入する。 

計画 

（具体的な取り組み）

市川駅南口図書館に続き、行徳図書館でも蔵書のＩＣタグによる管理を開始

し、セキュリティゲートや自動貸出機を導入する。 

実績 

（活動及び効果） 

行徳図書館での蔵書のＩＣタグによる管理を開始し、セキュリティゲートと

自動貸出機を導入した。自動貸出機による貸出しは、総貸出数の 6 割を占

め、利用者の間に広く普及してきている。 

進捗 Ａ 
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３－４－１ 生涯学習機会の充実 

一人一人に十分な文化・スポーツ活動の機会や多様な学習情報を提供するため、情報発信

を積極的に行うとともに、相談体制の充実を図ります。また、関係機関と連携・協働するこ

とにより、さまざまな分野で学んだ成果を地域で活用することのできる機会を充実します。 

 

○施策の評価 

１．成果指標 

 

２．施策の現状・課題 

 

 

３．対応 

 

 

 

《参考》   

成果指標 H27 H28 目標（H30）

１ 
「生涯学習に関する情報提供や相談体制は十

分だと思う」と回答する人の割合 
４５％ ４７% ５０％ 

 

主要事業(当該施策の重点事業以外) 事業概要 

いちかわ市民アカデミー講座 恵まれた学習環境の中で新しい知識を身につけ、広く仲間づく

りを図るとともに、学習の成果を地域活動で役立ててもらうた

め、市内 3 大学で市民を対象とした講座を実施する。 

少年自然の家主催事業 子どもから大人までの幅広い年代を対象とした体験活動や創

作活動などの主催事業を開催することにより、市民が体験でき

る場を提供し、生涯学習活動を推進する。 

天体・プラネタリウム事業 プラネタリウムの一般公開やプラネタリウムの投影や天体観

望などを通して、天体学習の機会を提供する。また、プラネタ

リウムによる星空の投影のもと、プロの演奏家などによる演奏

を聴く機会を提供する。 

学校施設開放事業 地域住民や子どもたちの活動の場として、プールや校庭、教室

などを開放し、地域の生涯学習活動や子どもの健全育成活動、

異世代間交流などを推進する。 

生涯学習推進体制整備事業 「第四次市川市生涯学習推進計画」に体系化された事業につい

て、進捗管理を行う。 

施策の実現が図られてきている。 

現在の計画に沿って、施策のさらなる推進を図る。 
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３－４－２ 図書館機能を活用した学習活動の充実 

誰もが利用しやすい図書館サービスを提供するため、社会情勢や生活の変化に応じた市民

のニーズを把握することに努め、資料の収集やレファレンスサービス※の充実、図書館ネット

ワーク※の一層の活用を図ります。また、郷土市川について学ぶ機会の拡充を図るため、行政

資料や地域資料の積極的な収集を進めます。 

 

 

 

 

 

 

○施策の評価 

１．成果指標 

 

２．施策の現状・課題 

 

 

 

３．対応 

 

 

 

《参考》 

  

成果指標 H27 H28 目標（H30）

１ 「図書館に満足している」と回答する人の割合 ９３％ ９５% ９５％ 

 

主要事業(当該施策の重点事業以外) 事業概要 

蔵書構築事業 生涯学習社会に即応し、適切な情報を市民の多様なニーズに沿

って提供するために、図書館資料の幅広い収集、蔵書の更新、

データベースの導入などを通じて、図書館における資料・情報

の充実を図る。 

施策の実現が図られてきている。 

現在の計画に沿って、施策のさらなる推進を図る。 

※レファレンスサービス…事実情報や文献資料を求めている利用者に対して、図書館員が図書館資
料を使って答えたり、回答に含まれる情報源を提示・照会したりする人
的サービス 

※図書館ネットワーク …図書館と関連施設を結び、図書館資料の予約・取り寄せ・返却などがで
きるシステム 
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３－４－３ 博物館などの活用を通した学習活動の推進 

博物館のもつさまざまな機能を活用し、体験活動の充実や、講師派遣などの教育普及サー

ビスを生かした学習活動を推進します。また、子どもの学習活動を支援するため、博物館な

どの社会教育施設と学校との連携を図ります。 

○施策の評価 

１．成果指標 

 

２．施策の現状・課題 

 

 

３．対応 

 

 

《参考》 

  

成果指標 H27 H28 目標（H30）

１ 
「博物館主催事業の内容は、期待に沿ってい

た」と回答する参加者の割合 
９６％ ９６% ９５％ 

 

主要事業(当該施策の重点事業以外) 事業概要 

博物館調査研究・保存事業 市内の考古、歴史、民俗に関する資料を収集し、保存するとと

もに資料に係る調査研究を行う。 

博物館教育普及事業 郷土の考古・歴史、民俗、身近な自然に関心をもつきっかけづ

くりを目的として、各種講座及び見学会、体験学習などの教育

普及事業を行う。また、博物館だよりや Web ページなどで情

報を発信する。 

博物館運営基本方針の運用 

（博物館運営事業） 

中期計画を見直した博物館運営基本方針に基づき、事業を計画

的に運営する。 

ボランティアの養成 火おこしなどのボランティア指導員養成講座を実施し、ボラン

ティア指導員とともに、体験学習を支援する体制を整える。 

考古博物館企画展事業 「おおむかしのいちかわ－おこめづくりをはじめたころ－（仮

題）」をテーマに企画展を開催する。これまで市川市では弥生

時代の出土資料が不足していたが、平成になって以降、集落の

新規発見が相次ぎ事例が増えて、その概要を普及できるまでに

なった。今回の企画展では、この２０年ほどの間に出土した資

料を中心に市川の弥生時代を通覧できるようにまとめる。 

施策の実現が図られてきている。 

現在の計画に沿って、施策のさらなる推進を図る。 
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３－４－４ 公民館を活用した地域の学習拠点づくり 

地域の学習拠点として、公民館に対する各地域のニーズや実態を把握し、公民館のもつ機

能の有効利用を図るとともに、学校や地域の人材を活用し、連携することで地域に密着した

公民館運営を推進します。 

 

○施策の評価 

１．成果指標 

 

２．施策の現状・課題 

 

 

 

３．対応 

 

 

 

《参考》 

  

成果指標 H27 H28 目標（H30）

１ 
「主催講座の内容に満足した」と回答する受講

者の割合 
９９％ ９９% １００％ 

２ 学校及び地域との連携事業数 ９６件 １００件 １１２件 

 

主要事業(当該施策の重点事業以外) 事業概要 

公民館主催講座活動事業 現代的課題（健康都市への取り組み、子育て・家庭教育の支援、

高齢化への対応、環境問題への対応、情報化社会への対応、国

際化への対応）や市民ニーズ、地域の実情をふまえた講座を開

催する。 

公民館主催講座活動事業 主催講座の講師派遣などについて関係部署との連携を強化す

る。 

施策の実現が図られてきている。 

現在の計画に沿って、施策のさらなる推進を図る。 
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３－４－５ 文化財の保護と活用 

市川市の自然・風土・歴史・文化的遺産を貴重な学習資源ととらえ、学校の体験学習や生

涯学習など、幅広い教育活動に活用します。また、市内に残る貴重な文化財を未来の子ども

に継承するため、市川市独自の文化財の指定基準を明確にし、自然・風土・歴史・文化的遺

産の保護を図ります。 

 

○施策の評価 

１．成果指標 

 

２．施策の現状・課題 

 

 

 

３．対応 

 

 

 

《参考》 

  

成果指標 H27 H28 目標（H30）

１ 文化財資料の延べ利用回数 ２,８０９回 ２,８８９回 ２,１５０回 

 

主要事業(当該施策の重点事業以外) 事業概要 

博物館の活用の推進 

（文化財を活用した博物館事業） 

館内資料及び地域にある文化財などを活用した、体験学習や見

学会などを実施する。 

指定文化財維持管理費補助金事業 歴史的・文化的遺産として、かけがえのない文化財の維持・管

理を進め、市民文化の向上を図る。 

史跡公有化事業及び史跡維持管理

事業 

史跡の維持・管理を目的として用地の公有化を推進し、環境整

備を図る。 

施策の実現が図られてきている。 

現在の計画に沿って、施策のさらなる推進を図る。 
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◇施策の方向３－５ 責任ある教育行政を確立する 

 

 

○重点事業の点検 

 

《施策３－５－１関連》 

  

事業名 市川市教育振興審議会の充実 

事業概要 

教育振興基本計画の策定及び教育に関する事務の管理及び執行の状況の点

検及び評価を行うに当たり、学識経験者等で組織する教育振興審議会を活用

する。また、特定の事項について学識経験のある者を臨時委員として置き、

審議会の充実に努める。 

計画 

（具体的な取り組み）

・審議会を６回開催する。 

・毎年度審議している教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評

価の他に、市川市小・中学校適正規模・適正配置方針の策定について審議

する。 

・学識経験のある者を２名、臨時委員として委嘱する。 

実績 

（活動及び効果） 

・審議会を６回開催した（教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及

び評価についての審議が２回、市川市小・中学校適正規模・適正配置方針

の策定についての審議が４回）。 

・適正規模・適正配置方針の策定を進めるため、学識経験を有する臨時委員

２名を委嘱した。 

進捗 Ｂ 
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３－５－１ 教育委員会機能の充実に向けた取り組み 

教育委員会は、子どもや地域住民との交流をはじめ、学校や教育施設への訪問など、さま

ざまな場を通して市民の意向を把握し、教育委員会の責任のもとで方針の決定や施策の立案

を行います。また、施策の改善と充実を図るために、検証改善サイクル（ＰＤＣＡサイクル）

を実践します。さらに、会議の公開や広報紙・ホームページを活用した情報発信を積極的に

行い、開かれた教育委員会を一層推進します。 

○施策の評価 

１．成果指標 

 

２．施策の現状・課題 

 

 

３．対応 

 

 

《参考》  

成果指標 H27 H28 目標（H30）

１ 
「教育委員の役割や活動を知っている」と回答

する人の割合 
３４％ ３９% ４０％ 

 

主要事業(当該施策の重点事業以外) 事業概要 

教育委員会会議の充実 教育行政の推進のため教育委員会会議の充実と公開を進める。

各種メディアを活用した広報活動 

（Web ページの活用） 

教育委員会 Web ページを活用するなどして、教育委員会の取

り組みを市民に積極的に情報発信する。また、子どもたちの教

育に直接携わる教職員に、教育委員会の方針や取り組みを積極

的に情報発信する。 

教育委員交流会事業 教育委員が児童生徒や保護者などとの交流を行うことにより、

その意向を知り、教育行政に活かすとともに、市川市教育振興

基本計画の策定及び改定に反映させる。 

公立幼稚園の今後のあり方に関す

る方針の策定 

平成２２年に策定した公立幼稚園のあり方に関する基本的方

針の取り組みを進めるとともに、幼児教育の質の向上や教育効

果の維持を図るため、基本的方針の一部見直しを行い、見直し

方針を策定する。 

教育広報活動事業 

（教育委員会広報紙の発行） 

「教育いちかわ」を発行し、教育実践を広く紹介する。 

施策の実現が図られてきている。 

現在の計画に沿って、施策のさらなる推進を図る。 


